
五島市監査委員公表第１８号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

令和２年５月の例月財務監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により、別紙

のとおり公表する。 

 

令和２年７月３１日 

 

                      五島市監査委員 橋 本 平 馬 

                      五島市監査委員 神之浦 伊佐男 
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２五監第３８５号   

令和２年７月３１日   

 

五島市議会議長 谷 川  等 様 

五島市長 野 口 市太郎 様 

五島市教育委員会 教育長 藤 田 清 人 様 

五島市選挙管理委員会 委員長 川 村 久 治 様 

五島市監査委員 代表監査委員 橋 本 平 馬 様 

五島市農業委員会 会長 山 田 勝 久 様 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬      

五島市監査委員 神之浦 伊佐男      

 

令和２年度例月財務監査結果報告の提出について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

令和２年５月分例月出納検査に併せて例月財務監査を実施したので、同条第９項の規定に

よりその結果に関する報告を次のとおり提出します。 

なお、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、講じた措置の状況について、令

和３年１月２９日までに本職に通知ください。 

記 

令和２年度例月財務監査結果報告書（令和２年７月監査分） 

第１ 監査の基準 

この監査は、五島市監査基準（令和２年五島市監査委員告示第１号）に準拠して実施

した。 

第２ 監査の種類 

例月財務監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項

の規定による監査） 

第３ 監査の対象及び範囲 

１ 監査の対象 令和２年５月分の収入及び支出に関する会計伝票 

２ 監査の範囲 一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計 

第４ 監査委員の除斥 

神之浦伊佐男監査委員は、地方自治法第１９９条の２の規定により、監査の対象及び

範囲のうち、非常備消防費に関する部分について除斥した。 

第５ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の
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経費で最大の効果を挙げるようにしているかについてを主眼において実施した。 

第６ 監査の主な実施内容 

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の手続上

の是非等について監査を実施した。 

第７ 監査の実施場所及び日程 

１ 実施場所 監査委員事務局 

２ 日  程 令和２年６月２２日から同年７月２２日まで 

第８ 監査の結果 

第１から第７までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は法令に適合し、正確に行われ、最

少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。 

なお、指導事項については、監査委員事務局長から所管の部局長に通知した。 

 １ 指摘事項 

  (1) 港湾施設使用料徴収事務委託について 

港湾施設使用料徴収事務委託の契約締結伺いにおいて、随意契約を行った６業者

の契約保証金について、免除の根拠条項及び理由を明らかにすることなく免除して

いる。また、支出負担行為決議書に添付している当該契約書の写しに会計課職員が

免除の根拠条項を直接手書きし、契約書の原本に加筆していない。 

契約保証金に関しては、五島市財務規則（平成１６年五島市規則第４３号。以下

「財務規則」という。）第９０条において、契約書には契約保証金に関する事項を記

載しなければならないと規定されている。また、財務規則第９３条第１項に「契約

担任者は、契約を結ぶ者に、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納めさ

せなければならない。」と規定され、同項ただし書に契約保証金を減免できる場合が

限定列挙されている。 

したがって、契約書の作成に際しては、契約保証金に関する規定を設けなければ

ならず、契約保証金を免除する場合には、契約締結伺いにその根拠条項及び理由を

記載すべきであるから、契約保証金の免除について伺いを起案し、契約書の原本に

加筆するとともに当該加筆した旨を記載して契約の両者が押印すべきである。 

なお、契約保証金の免除条項については、財務規則第９３条第１項第６号ではな

く同項第８号を適用すべきである。 

（建設管理部管理課） 

  (2) 市有財産貸付料について 

市有土地建物貸付料について、市は、借受人Ａ及び借受人Ｂと、平成３０年４月

１日に市有財産貸付契約を締結し、貸付料の支払期限を同年５月１日としていたが、

調定伝票の起票が遅れたため、同年４月２４日付け納入通知書において納期限を同

年５月３１日に指定した。富江支所職員は、当該貸付料の納入が遅れていたことか
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ら同年７月上旬に電話による督促を行ったが、その日付等を記録していない。市は、

貸付料が借受人Ａ及び借受人Ｂからそれぞれ同年７月１１日及び８月１日に納入さ

れたことから、市有財産貸付契約書第６条第２項に基づき、延滞損害金を五島市税

外収入督促手数料及び延滞金条例（平成１６年五島市条例第８０号）第４条の規定

に準じて７．３％の割合で徴収している。 

債権の督促については、絶対的な時効中断の効力があり、法的に重要な意味を持

つので、その証拠をきちんと残しておく必要があり、地方自治法及び地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）上は口頭でも差し支えないが、原則として書面を

もって行わなければならないとされている。 

したがって、財務規則第４６条第１項は「収入命令権者は、納期限までに納入し

ない納入義務者に対し、納期限後２０日以内に督促状を発しなければならない。」と

規定するから、電話で督促するのではなく、督促状を発付すべきである。 

（富江支所） 

(3) 消防本部の消防団員報酬及び建設管理部管理課の港湾施設使用料徴収事務委託

料に係る会計事務について 

消防本部の上半期消防団員報酬の支出において、消防団員報酬支給明細書に階級

を「副分団長」と記載して、部長の年報酬額の２分の１相当額である誤った金額を

令和元年１１月５日に支給していた。令和２年４月２８日に支出した下半期の消防

団員報酬支給明細書は、上半期と同様であったことから、会計管理者の補助職員で

ある会計職員（以下「会計課職員」という。）が誤った報酬額に階級を合わせるため

に「副分団長」と記載されていたものを「部長」と手書きし、変造している。また、

建設管理部管理課の港湾施設使用料徴収事務委託料の支出負担行為決議において、

会計課職員が、契約書の写しに契約保証金を免除する根拠条項を直接手書きし、契

約書の原本に加筆しないまま、添付の差し替えも行っていない。 

支給明細書に誤りがある場合は、会計課職員が変造するのではなく、所管課に訂

正して提出するよう指導すべきである。また契約書に誤りがある場合は、会計課職

員が契約書の写しに直接手書きするのではなく、所管課に契約書の原本に加筆する

とともに当該加筆した旨を記載して契約の両者が押印したものを提出するよう指導

すべきである。 

会計管理者は、地方自治法第２３２条の４第２項に「当該支出負担行為が法令又

は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していること

を確認したうえでなければ、支出をすることができない。」と定められており、「逐

条解説地方自治法第９次改訂版（松本英昭著、学陽書房発行）」によると、地方公共

団体の会計事務の適正な執行を確保するため内部牽制の仕組みとし、会計事務（同

法第１７０条第１項）をつかさどる職務上独立した権限を有する会計機関を置くこ

とは必要であると考えられることから、同法第１６８条により会計管理者が置かれ
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ているところである。 

会計管理者は、内部牽制機能が働くよう厳正な会計事務の執行を確保されたい。 

（会計課） 

  (4) 五島市小中学校教育用パソコンＯＳアップデート調査業務委託及びアップデー

ト業務委託の契約について 

五島市小中学校教育用パソコンＯＳアップデート調査業務（以下「調査業務」と

いう。）の委託及びアップデート業務（以下「アップデート業務」という。）の委託

について、次のとおり不適切な事務処理がなされている。 

ア 設計書を作成していない。 

イ 見積徴取伺いを起案していない。 

ウ 見積徴取を行わずに、参考見積書で契約を締結している。 

エ アップデート業務委託契約の締結伺いにおいて、契約金額の記載が誤ってい

る。 

オ 委託契約書においては、契約保証金を免除する根拠条項として五島市財務規

則（平成１６年五島市規則第４３号。以下「財務規則」という。）第９３条第

１項第８号を適用しているが、契約締結伺いに契約保証金を免除する根拠条項

とその理由が記載されていない。 

カ アップデート業務委託契約の締結伺いに、随意契約によることのできる具体

的理由が記載されていない。 

キ 仕様書に記載のないパソコンを追加依頼してアップデートしているが、契約

変更を行っておらず、追加したパソコンについて実績報告書に記載されていな

い。 

ク アップデート業務委託実績報告書は、令和２年３月３０日に提出されている

が、アップデート業務委託の契約期間は、契約締結日から令和２年３月２７日

までであり、委託業務検査調書は、完了年月日及び検査年月日が令和２年３月

２７日となっている。 

オの調査業務委託の契約保証金の免除については、予定価格が財務規則第８６条

の表第６号の随意契約の額を超えていないので、財務規則第９３条第１項第６号を

適用すべきである。 

カの契約締結伺いについては、調査業務を実施した業者がその調査業務において

提出した結果を他の業者に伝達したとしても、再度、詳細な確認とそれに基づくア

ップデート仕様計画作成が必要であることを理由に、随意契約ができる場合を定め

る地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号に該

当するとして、特命随意契約の方法により契約を締結しているが、調査結果を基に

本件業務委託契約をすることになるのであるから、他の業者でも請け負える調査結

果であるべきであり、他の随意契約条項に該当しない限り、競争入札によるべきで
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ある。 

本件契約の事務処理については、地方自治法、地方自治法施行令、財務規則及び

五島市随意契約ガイドライン（平成２２年３月２５日付け２１五財第１５２１号）

に則っておらず契約事務の体を成していないから、複数職員による契約事務の体制

を整備して、法令に基づき適正に処理されたい。 

（教育委員会事務局学校教育課） 

  (5) 福江城石垣除草作業業務委託について 

福江城石垣除草作業業務委託については、予定額が１，２２０，３１２円で随意

契約の限度額を超えているにもかかわらず、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５

７号）に定められたロープ高所作業に係る教育を受けた業者が２者に限られるとし

て随意契約の方法により契約を締結している。 

しかしながら、本件契約は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号及び

財務規則第８６条の表第６号に該当しないから指名競争入札によるべきである。 

また、仕様書に基づき設計金額の算出に必要な場合に作成すべき設計書が作成さ

れていない。設計書は、契約の履行内容の確認を容易にし、確実な契約の履行の確

保を図ることを目的として作成するものであり、その役割は、見積者の契約の内容、

要件等を知る資料で契約担任者にとっては予定価格設定並びに監督及び検査の資料

等になるものであるので、適正な事務処理に努められたい。 

（教育委員会事務局生涯学習課） 

  (6) 福江文化会館施設使用料について 

福江文化会館施設使用料について、美術・骨董品類の売買事業を営む法人が美術

品及び骨董品の無料相談・査定、買取という営利を目的として利用したにもかかわ

らず、五島市福江文化会館条例（平成１６年五島市条例第２５２号）別表第１項の

表備考第２項の規定による使用料の額の２倍の額を徴収していない。 

その原因は、使用料の算出に当たって、申請書の記載内容だけでは利用目的が営

利を目的とした利用なのか判断が難しいことによるものであるから、利用者からの

十分な聞き取りやインターネット等で情報収集を行い、算出誤りがないようチェッ

ク体制を強化して条例に基づき適正に徴収されたい。 

（教育委員会福江文化会館） 


